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総務住民常任委員会委員長 藤原 芳幸  

 

所 管 事 務 調 査 報 告 

 

本委員会は、下記の事項について閉会中に所管事務調査を行ったので、会議規則第７７

条の規定により報告する。 

記 

 

調査日 

令和２年７月７日 

 

調査事項 

災害用備蓄品の保管・管理状況等について 

 

調査内容 

①災害用備蓄品の保管・管理状況について 

②自治会及び家庭の災害用備蓄品等について 

③災害用備蓄品等の整備計画について 

④災害発生時における避難対策について 

 

調査方法 

・現地視察（町民体育館・第３コミュニティセンター） 

・聞取調査 

 

調査のまとめ 

①災害用備蓄品の保管・管理状況について（図１参照） 

災害時用備蓄品の保管場所については、町民体育館ステージ裏の２階に、避難所で使

用するパーテーションや毛布等が保管され、第３コミュニティセンターでは、社会福祉

協議会の２階会議室を借りて、アルファ米や保存水の非常用食料品と紙おむつ等が保管

されている。管理状況については、何がどこにあるか一目で分かるよう整頓されており、

備蓄用食料品は年度別に保管し保管期限も明示するなど整理されている。 

災害緊急時の対応を想定した場合、町民体育館では搬出経路が複雑かつ狭隘であり、

保管スペースも余裕がなく、新型コロナウイルス感染症の状況次第では、パーテーショ

ン等を追加しても保管が難しく、避難所機能に支障をきたす恐れがある。また、第３コ

ミュニティセンターの非常用食料品等は、避難所である町民体育館には近いが、他団体

の会議室を一時的に借り保管している状況であり適切ではない。 

②自治会及び家庭の災害用備蓄品等について 

各自治会に配備（令和元年度）した灯油ストーブと発電機については、災害緊急時に 

 



間違いなく使えるよう、自治会へ定期点検の指示を行い状況把握に努めるべきである。 

このほか、昨年度 65 歳以上の世帯に貸出した「ラジオ付きランタン」については、

非常時に戸惑うことなく使えるよう、改めてラジオの受信や充電の仕方を周知するよう、

自治会と連携した対応が求められる。また、昨年度更新した防災情報端末機についても、

使い方が分からない高齢者に対する適切な対応に努めるとともに、双方向などの機能を

有効に活用すべきである。 

③災害用備蓄品等の整備計画について（図１参照） 

災害緊急時の迅速な対応を考えた場合、備蓄品の一体的な保管場所の確保が必要不可

欠であり、新たな保管施設の整備を早急に検討すべきである。 

④災害発生時における避難対策について 

避難所での新型コロナウイルス感染防止対策については、基本的に国の指針に沿った

対応となるが、密閉・密集・密接の３密対策には複数の避難所確保が重要とされており、

ソーシャルディスタンスのための収容人数の設定に加え、町民の健康状態の把握、避難

所内の行動制限やエリア確保も必要となり、宿泊施設の活用も検討項目となる。また、

個人における親戚・知人宅への避難も想定されることから、町民の避難動向も把握する

必要があり、新たな対応マニュアルの整備も課題である。 

災害避難時において、高齢者世帯や高齢者福祉施設の避難誘導も含め、役場、自治会、

関係機関の役割分担の明確化と連携の在り方を再確認し、災害は何時どこで起きても不

思議ではないという意識を常に持ち、災害発生時に慌てることなく行動できるよう日頃

から準備を怠らないことが重要である。 

町民の安心安全を守るため、第５次総合計画の 10 年間で教訓となった防災の在り方

を検証し、第６次総合計画における防災体制の充実と強化を図ることが必要である。 

 
 

図１ 災害時用備蓄品の備蓄状況及び整備計画（令和２年７月１日現在） 

品 目 現在の備蓄数 今後４年の計画数 保管場所 

アルファ米 1,950 食 1,400 食 第３コミセン２階会議室 

災害備蓄用パン等 720 食 480 食 第３コミセン２階会議室 

保存水（500ml） 2,400 本 1,632 本 第３コミセン２階会議室 

保存水（2ℓ） 1,200 本 816 本 第３コミセン２階会議室 

大人用おむつ 90 枚 90 枚 第３コミセン２階会議室 

ベビー用おむつ 80 枚 80 枚 第３コミセン２階会議室 

液体ミルク 100 缶 400 缶 第３コミセン２階会議室 

使い捨て哺乳瓶 20 個 20 個 第３コミセン２階会議室 

パーテーション 63 組 60 組 町民体育館 

毛布 200 枚   - 町民体育館 

アルミマット 200 枚   - 町民体育館 

簡易ベッド 未整備    -  

※消費期限のある備蓄用食料品は保存期間を過ぎたものを廃棄処分し、年次計画に沿って 

補充を行い必要な備蓄数を確保していく。 


